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事業内容 

療育が必要な児童に対して、保育所、幼稚園、児童館、乳児院、養護施設等に訪問して療育を行います。 

     

    

療育内容 

   個別支援計画に基づいて個々の子どもに応じた内容で療育を行います。 

（事前に保護者の方と面接や対象園に様子を見に行かせて頂きます。） 

 

    回数：月に 2回程度（2週間に 1回程度） 

    時間：個々の子どもに応じてですが、概ね個別での療育であれば 45分間で行います。 

    療育形態：個別支援計画書に基づいて、療育を進めていきます。可能な限り個別で療育を行いますが 

         子どもの目標に応じては集団参加の中での療育を行う場合もあります。 

    費用：所得に応じて（受給者証に記載されている金額になります） 

       3歳以降は無料です。 

   

 

サービス開始までの流れ 

   ①発達相談所に相談 

    ②通っておられる保育園、幼稚園等に保育所等訪問支援事業を受ける事の了承をとっていただく 

    ③ケースワーカー、もしくは保護者が当園に連絡 

    ④受給者証の申請 

    ⑤面接・重要事項説明、契約（保護者と当園担当者） 

    ⑥通っておられる保育園、幼稚園等に当園の担当者が訪問。療育の日程や時間の調整 

    ⑦個別支援計画について面談（保護者と当園担当者） 

    ⑧通っておられる保育園、幼稚園等と個別支援計画について面談 

    ⑨サービス開始 

     

     

サービス開始後 

   ・療育の取り組み内容は、毎回簡単なものではありますが、書面にてお知らせします。 

                 （保護者の方と担当者との交換日記のような物を用意しています） 

   ・個別支援計画は、半年毎に更新していきます。その際には、保護者の方に当園に来て頂いて面談を 

    させていただきます。その他、３か月に１回は保護者の方と面談をさせていただいて、子どもさん 

    の家庭での様子や療育のねらいなどを共有していきます。それ以外でも、面談、相談は保護者の方 

    から申し出がありましたら、随時行います。また、保育園、幼稚園等の職員との情報共有も行います。 

   ・その月の最終療育日が終了しましたら、その日から翌月の５日までの間に、来園頂いて利用実績表に 

    押印をお願いします。 

 

    問い合わせ先：発達支援センター 洛西愛育園  担当： 新葉
し ん ば

 山野
や ま の

 

                                 ☎：（０７５）３９１－７７９３ 


